
　

昨
年
一
二
月
、
農
林
水
産
省
は
「
経
営
を
単
位

と
し
た
農
業
経
営
所
得
安
定
対
策
」
の
検
討
方
向

を
発
表
し
た
。
農
業
経
営
安
定
対
策
の
導
入
に
つ

い
て
は
既
に
九
八
年
一
二
月
の
「
農
政
改
革
大

綱
」
に
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
食
料
・
農
業
・
農

村
基
本
法
に
も
「
農
産
物
の
価
格
の
著
し
い
変
動

が
育
成
す
べ
き
農
業
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和

す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
」（
第
三
〇

条
）
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
今
回
の
農
業

経
営
所
得
安
定
対
策
は
農
政
改
革
の
一
環
と
し
て

出
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
導
入
に
至
る
ま
で
に

は
財
源
問
題
、
対
象
農
家
の
選
定
等
困
難
な
課
題

が
多
く
あ
る
。

一 　
　
農
産
物
価
格
支
持
政
策
の
意
義
と
沿
革

　・
　

農
産
物
は
、
①
需
要
が
安
定
的
で
あ
る
一
方
で

収
量
が
天
候
や
病
虫
害
等
に
よ
り
変
動
す
る
た
め

価
格
変
動
が
激
し
い
、②
多
数
の
小
規
模
生
産
者
に

よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
る
た
め
食
品
メ
ー
カ
ー
や
卸
・

小
売
業
者
等
に
対
す
る
生
産
者
の
価
格
交
渉
力
が

弱
い
、
と
い
う
特
色
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
市
場
経
済

の
み
に
委
ね
る
と
価
格
が
不
安
定
・
低
位
に
な
り
や

す
く
農
業
経
営
の
困
難
等
の
問
題
が
生
ず
る
。そ
の

た
め
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
農
産
物
価
格
に
対
し
て

様
々
な
形
で
介
入
を
行
っ
て
き
た
。

　

農
産
物
価
格
支
持
政
策
が
本
格
化
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
農
業
恐
慌
が
深
刻
化
し
た
一
九
三
〇

年
代
か
ら
で
あ
り
、
米
国
は
一
九
三
三
年
に
農
業

調
整
法
を
制
定
し
て
商
品
金
融
公
社
（
Ｃ
Ｃ
Ｃ
）に

よ
る
価
格
支
持
制
度
を
開
始
し
、
七
三
年
か
ら
不

足
払
い
制
度
を
導
入
し
た
。
Ｅ
Ｕ
は
か
つ
て
は
各
国

ご
と
に
農
業
政
策
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
九
六
八
年

に
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
を
開
始
し
、
域
内
の

農
産
物
の
価
格
支
持
を
行
う
と
と
も
に
、
域
外
か

ら
の
輸
入
農
産
物
に
対
し
て
可
変
課
徴
金
を
か
け

る
制
度
を
導
入
し
た
。日
本
は
、
米
騒
動
の
教
訓
か

ら
一
九
二
一
年
に
米
穀
法
を
制
定
し
、
三
三
年
に

米
穀
統
制
法
、
四
二
年
に
食
管
法
を
制
定
し
食
料

の
統
制
管
理
を
行
っ
た
。戦
後
も
、
米
、
麦
に
つ
い
て

は
政
府
が
公
定
価
格
で
農
家
か
ら
買
い
取
る
仕
組

み
が
長
く
続
き
、大
豆
、肉
類
、牛
乳
等
に
つ
い
て
も

農
産
物
価
格
支
持
制
度
を
導
入
し
た
。

二 　
　
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
と
農
政
改
革

　・
　

し
か
し
、
こ
う
し
た
農
産
物
価
格
支
持
政
策
は

過
剰
生
産
や
財
政
負
担
の
増
大
を
引
き
起
こ
し
、

一
九
八
〇
年
代
に
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
米
国
は
七
〇
年
代
に
食
料
増
産
を
行
な
っ
た

が
、
八
〇
年
代
に
入
る
と
農
産
物
価
格
が
低
下
し

て
深
刻
な
農
業
不
況
に
陥
り
、
不
足
払
い
と
輸
出

補
助
金
の
た
め
の
財
政
支
出
が
膨
れ
上
が
っ
た
。
そ

の
大
き
な
要
因
と
し
て
Ｅ
Ｕ
が
共
通
農
業
政
策
に

よ
り
穀
物
輸
出
地
域
に
転
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
米

国
と
Ｅ
Ｕ
は
輸
出
補
助
金
、
農
産
物
価
格
支
持
政

策
を
巡
っ
て
激
し
く
対
立
し
た
。
こ
の
対
立
が
ウ
ル

グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
（
以
下
Ｕ
Ｒ
）
の
背
景
に
あ

り
、
米
国
、
Ｅ
Ｕ
は
Ｕ
Ｒ
に
よ
っ
て
農
業
政
策
の

改
革
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
八

〇
年
代
に
、
円
高
等
に
よ
る
内
外
価
格
差
が
問
題

に
な
っ
て
農
政
批
判
が
吹
き
荒
れ
、
オ
レ
ン
ジ
、
牛

肉
、
ト
マ
ト
加
工
品
等
の
輸
入
自
由
化
が
行
わ
れ

た
。

　

Ｕ
Ｒ
で
は
、
農
業
保
護
の
指
標
と
し
て
Ａ
Ｍ
Ｓ

（﹇
内
外
価
格
差
﹈
×
﹇
生
産
量
﹈
＋
﹇
財
政
支
出

（
黄
）﹈）が
採
用
さ
れ
、
農
業
財
政
支
出
が
、
緑
（
削

減
対
象
外
）、
青
（
生
産
調
整
を
伴
な
う
直
接
支
払

い
、削
減
対
象
外
）、黄（
削
減
対
象
）の
三
つ
に
分
類

さ
れ
、
Ａ
Ｍ
Ｓ
の
削
減
が
決
ま
っ
た
。
ま
た
、
非

関
税
国
境
措
置
の
関
税
化
、
輸
出
補
助
金
の
削
減

等
が
決
ま
り
、
各
国
は
農
政
改
革
を
迫
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

三 　
　
Ｅ
Ｕ
、米
国
、カ
ナ
ダ
の
農
業
経
営
安
定
制
度

　・
　

各
国
は
、
Ｕ
Ｒ
合
意
を
受
け
て
農
産
物
価
格
支

持
制
度
を
見
直
し
、「
黄
」
か
ら
「
緑
」の
政
策
に
財

政
支
出
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
る
。以
下
で
、
Ｅ
Ｕ
、
米

国
、
カ
ナ
ダ
が
ど
の
よ
う
な
農
業
経
営
安
定
対
策

を
行
っ
て
い
る
か
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

�
Ｅ
Ｕ

　

Ｅ
Ｕ
は
、
Ｕ
Ｒ
交
渉
中
の
一
九
九
二
年
に
大
幅

な
Ｃ
Ａ
Ｐ
改
革
を
行
い
、
支
持
価
格
を
引
き
下
げ

る
と
と
も
に
、
引
下
げ
分
を
補
填
す
る
た
め
直
接

所
得
補
償
を
導
入
し
た
。
こ
の
直
接
所
得
補
償
は

―  ７  ―
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―  ８  ―

乗
せ
し
て
い
る
。
農
家
は
農
業
収
入
の
良
い
年
に
積

み
立
て
を
行
な
い
、
悪
い
年
に
引
き
出
す
と
い
う
も

の
で
、Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
農
業
経
営
を
安
定
さ
せ
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
農
業
か
ら
引
退
す
る
時

に
積
み
立
て
残
高
が
残
っ
て
い
れ
ば
退
職
金
代
わ
り

に
も
な
る
。

四 　
　
日
本
に
お
け
る
農
業
経
営
所
得
安
定
対
策
導

　・入
の
課
題

　

こ
の
よ
う
に
、欧
米
諸
国
は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
体
制
下
に
お

い
て
も
し
っ
か
り
と
し
た
農
業
経
営
安
定
対
策
を

行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
日
本
で
は
米
に
つ

い
て
稲
作
経
営
安
定
対
策
と
い
う
制
度
は
作
っ
た
も

の
の
、
米
価
低
下
の
歯
止
め
策
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、

経
営
安
定
対
策
と
し
て
は
不
十
分
な
制
度
で
あ
る
。

麦
、
大
豆
、
乳
製
品
に
つ
い
て
も
入
札
制
度
を
導
入

し
麦
作
経
営
安
定
資
金
、
新
し
い
大
豆
交
付
金
制

度
を
作
っ
た
が
、
次
期
交
渉
で
Ａ
Ｍ
Ｓ
の
さ
ら
な
る

削
減
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
二
次
関
税
率
が
引
き
下

げ
ら
れ
て
関
税
化
の
影
響
が
出
て
く
る
と
、
従
来
の

価
格
安
定
装
置
が
機
能
し
な
く
な
る
可
能
性
が
あ

り
、
農
業
経
営
所
得
安
定
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
で
、欧
米
諸
国
の
経
営
安
定
対
策
、

直
接
所
得
補
償
が
に
わ
か
に
注
目
を
浴
び
た
の
で

あ
る
が
、日
本
に
導
入
す
る
際
の
課
題
を
整
理
す
る

と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
納
税
者
の
納
得
感
。
何

故
必
要
な
の
か
、
ど
う
い
う
仕
組
み
が
効
果
的
な
の

か
、
国
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
十
分
な
検
討
を
行

う
こ
と
。
②
対
象
農
家
の
選
定
。
三
一
二
万
戸
の
全

農
家
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、主
と
し

て
農
業
で
生
計
を
立
て
て
い
る
農
家
を
対
象
と
す
べ

き
で
あ
る
が
、
選
定
に
際
し
て
公
平
性
、
透
明
性
を

確
保
す
る
こ
と
が
必
要
。
③
集
落
機
能
・
兼
業
農

家
の
維
持
の
た
め
、
集
落
営
農
も
対
象
と
す
る
。

④
財
政
難
の
折
、
新
た
な
農
業
予
算
の
増
額
は
困

難
で
あ
り
、
財
源
は
公
共
事
業
予
算
（
土
地
改
良

事
業
等
）
の
削
減
に
よ
り
捻
出
す
る
。
⑤
環
境
政

策
と
リ
ン
ク
さ
せ
、
環
境
保
全
（
有
機
質
肥
料
使

用
、
減
農
薬
等
）
を
条
件
と
し
た
り
、
粗
放
型
畜

産
、
自
給
飼
料
生
産
を
助
成
す
る
制
度
と
す
る
。

ま
た
、
土
地
改
良
事
業
に
お
け
る
環
境
配
慮
に
対

し
て
助
成
す
る
。
⑥
新
規
就
農
者
へ
の
助
成
を
行

な
う
。
⑦
林
業
・
漁
業
の
担
い
手
に
対
す
る
直
接

所
得
補
償
に
拡
大
す
る
。
そ
の
財
源
は
、
ダ
ム
、

林
道
、
漁
港
整
備
等
の
公
共
事
業
予
算
か
ら
充
当

す
る
。
⑧
次
期
Ｗ
Ｔ
Ｏ
交
渉
で
削
減
対
象
と
な
ら

な
い
よ
う
国
際
的
ル
ー
ル
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
）
に
沿
っ

た
も
の
に
す
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
今
回
の
制
度
導
入
は
農
業
財
政

の
組
み
直
し
を
伴
う
農
業
政
策
の
大
転
換
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
り
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る

が
、
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
あ
る
。
農

水
省
内
の
組
織
再
編
が
行
わ
れ
た
今
年
に
検
討
を

始
め
る
こ
と
は
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
い
い
時
期
で

あ
り
、
局
の
縄
張
り
意
識
を
な
く
し
タ
ブ
ー
の
な

い
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
は
政

治
的
決
着
に
な
ろ
う
が
、
政
治
的
に
歪
め
ら
れ
て

は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
も
オ
ー
プ
ン
な
議
論
が

望
ま
れ
る
。

（
清
水
徹
朗
）

生
産
調
整
を
条
件
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

Ｕ
Ｒ
で
は
青
の
政
策
と
さ
れ
削
減
対
象
外
に
な
っ

た
。
そ
の
ほ
か
Ｅ
Ｕ
で
は
、
条
件
不
利
地
域
に
対

す
る
直
接
所
得
補
償
や
有
機
農
業
支
援
の
た
め
の

助
成
を
行
っ
て
お
り
、
近
年
で
は
直
接
所
得
補
償

に
環
境
保
全
を
義
務
づ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

（
ク
ロ
ス
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
）。

�
米
国

　

米
国
は
、
Ｕ
Ｒ
終
了
後
九
六
年
農
業
法
に
よ
り

不
足
払
い
を
廃
止
し
、
廃
止
に
伴
な
う
収
入
減
を

補
填
す
る
た
め
固
定
支
払
い
を
導
入
し
た
。
こ
れ

は
生
産
と
切
り
離
さ
れ
た
支
払
い
で
あ
り
緑
（
削

減
対
象
外
）
に
な
る
。
た
だ
し
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る

価
格
下
支
え
は
現
在
で
も
続
け
て
お
り
、
輸
出
補

助
金
も
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
危
機

等
に
よ
り
穀
物
価
格
が
下
落
し
て
農
業
経
営
が
悪

化
し
た
た
め
、
米
国
は
九
八
、
九
九
年
の
二
回
に

わ
た
り
経
営
救
済
の
た
め
巨
額
の
追
加
支
払
い

（
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ロ
ス
・
ペ
イ
メ
ン
ト
）
を
実
施
し

た
。
こ
の
よ
う
に
、
米
国
は
国
際
交
渉
で
は
自
由

貿
易
、
国
内
保
護
全
廃
を
主
張
し
て
い
る
が
、
国

内
で
は
し
っ
か
り
と
農
業
保
護
政
策
を
実
施
し
て
い

る
。
な
お
、
米
国
に
は
農
業
経
営
安
定
の
た
め
の

制
度
と
し
て
収
入
保
険
や
作
物
保
険
が
あ
る
が
、

現
在
は
収
入
保
険
の
加
入
率
は
低
い
。

�
カ
ナ
ダ

　

カ
ナ
ダ
に
は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
と
い
う
独
特
の
農
業
経

営
安
定
制
度
が
あ
る
。
加
入
農
家
は
農
産
物
販
売

額
の
一
定
割
合
（
三
％
）
を
積
み
立
て
、
そ
れ
と
同

額
を
政
府
が
積
み
増
し
、
さ
ら
に
利
息
を
三
％
上

調査と情報　第１７７号 （２００１年２月）


